
地下鉄７号線延伸検討委員会設置要綱  

 
（設置目的） 
第１条  地下鉄７号線の延伸について検討するため、地下鉄７号線延伸検討委員会
（以下「委員会」という。）を設置する。 

 
（所掌事項） 
第２条 委員会は次に掲げる事項について検討する。 
（１）  地下鉄７号線延伸に関するこれまでの調査を取りまとめる。なお、延伸線の

整備に関しては、都市鉄道等利便増進法に基づく手法を前提とする。 
（２）  取りまとめには、採算性及び事業性に関する検証結果を含むものとし、必要

に応じて延伸実現に資する提案を行う。 
（３）  事業性に関しては、費用便益分析に加えて、次の項目に関する検討を含む。 
  一 まちづくりと合わせた総合的な観点からの評価 
  二 社会情勢等を踏まえた事業のリスク 
（４）  取りまとめた結果を埼玉県及びさいたま市に報告する。 
 
（委員） 
第３条 委員会の構成員は別表のとおりとする。 
 
（委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 委員長は協議事項の内容により、委員以外の者の出席を求めることができる。 
４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理

する。 
５ 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。 
 
（事務局） 
第５条  委員会の事務処理を行うために、さいたま市政策局政策企画部地下鉄７号線
延伸対策課及び埼玉県企画財政部交通政策課に事務局を置く。 

 
（その他） 
第６条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め
る。 

 
附則  
 この要綱は平成２３年６月６日から施行し、平成２４年３月３１日に効力を失う。 
附則  
 この要綱は平成２３年６月３０日から施行し、平成２４年３月３１日に効力を失う。



附則 
 この要綱は平成２３年１１月１６日から施行し、平成２４年３月３１日に効力を失

う。 
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